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　町職員の給与は、国の人事院勧告に準じており、最終的に
町議会の議決で条例が定められ給与が決定します。
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35350総務
△21315税務
△21618農水

66商工
2525土木

15453民生
1212衛生

0183183小計
△62733教育����
△11213水道
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77下水道
77その他

△12627小計
△7���243���
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　国家公務員の給与と民間給与と
の均衡を図るために人事院が毎年
夏に内閣と国会に給与改定の勧告
として提出。　　
　民間企業の給与実態を調査、分
析、比較などして行われる。
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2.10月0.70月1.40月�����
2.30月0.70月1.60月����
4.40月1.40月3.00月�

※国家公務員と同様の加算措置あり。

　そのほか諸手当として、扶養手当、通勤手当、
時間外手当・休日勤務手当、住居手当、特殊勤務
手当、寒冷地手当、管理職手当、　管理職員特別
勤務手当があり必要に応じて支給されます。

※企業会計の人数は含まれていません。
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  6月期　1.6月分
12月期　1.7月分
 　計　　3.3月分
※加算措置あり。

850,000円���
700,000円���
610,000円���
310,000円���
260,000円���

248,000円�����
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240,000円�����
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632万円13億9,040万1千円３億3,145万2千円１億5,879万円９億１５万９千円220人
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　町職員の給与は平成11年から平成15年まで5年連続減少し、
それに伴って人件費総額も減少しています。更に平成16年度
は国の人事院勧告によらない町独自の期末勤勉手当削減をし
て人件費の抑制を図っています。
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236人243人252人255人���
△7△9△3△2���
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　20.5％21億2,700万円103億3,200万円14年度
　20.2％20億600万円99億3,300万円15年度
20.6％19億8,000万円96億3,200万円16年度
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　人件費には、特別職（町長・助役・教育
長）、職員の給与や町議会議員、各種委員
に支給される報酬のほかに、共済費（民間
企業の社会保険料の使用者負担分に相当）
などを含んでいます。※平成16年度は、予算の数値

　平成16年4月1日現在の職員数は236
人です。今後も行財政再構築プランの
素案に記載されているとおり、新たな
定員管理適正化計画を策定し行政組織
の見直しなどを行い、少人数でも効率的な行政運営が
できる体制作りを進めていきます。
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※平成９年度～１５年度まで実施の定員適正化計画の
　目標は２６０人。
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